
令和３年５月３１日 

保護者の皆様                             

杉並区立杉並第十小学校 

校長 山口 京子 

緊急事態宣言延長に伴う感染防止対策の徹底について 
東京都の緊急事態宣言が延長されることとなりました。杉並区教育委員会から、緊急事態宣言の

延長期間は、引き続き、より一層の感染防止対策を徹底しながら学校生活を継続する旨の通知があ

りました。本校では、区の通知に則り、緊急事態宣言発令中の教育活動について下記の通り行いま

す。予定していたことの中止や変更は非常に残念ですが、ご理解とご協力をお願いします。発令期

間の変更・延長があった場合は改めてお知らせします。 

 

❶ 基本的な感染防止対策を引き続き徹底します。 

・学校生活では、体育の授業、休み時間の校庭遊びの際も、原則としてマスクを着用します。 

・熱中症予防のため、気温の高い場合や学習活動の内容によっては、人との距離を取ってマスク

を外すこと、マスクを外しているときには話をしないことを指導します。 

・適時の水分補給のため水筒の持参をお願いします。 

・杉並区では、保健所の指導により不織布マスクの着用を推奨しています。 

  ・毎朝の検温、健康観察表の提出、清潔なハンカチの携帯について、よろしくお願いします。 

 

❷ 発令期間中、飛沫感染の可能性が高い次のような学習活動は行いません。 

・児童が対面で顔を寄せ合って話し合ったり観察したりする活動 

・音楽における歌唱、リコーダー・鍵盤ハーモニカを用いる活動 

・家庭科における調理実習(教師による演示を除く) 

・体育における身体接触を伴う活動 

 ＊水泳指導、体力調査は感染防止対策を徹底して実施します。 

＊水泳指導については、６月１日にお配りする「令和３年度の水泳指導の実施について」をお

読みになり、水泳指導参加申込書をご提出ください。 

 

❸ 発令期間中、授業公開は行いません。  

・６月１９日（土）の土曜授業の公開は中止とします。 

・土曜授業は５時間授業で給食もあります。（「杉十おべんとう」というお弁当形式の給食です。） 

・全学年１４時１５分頃下校します。６月２１日（月）は振替休業日とします。 

 

６月の土曜授業は年度当初より５時間授業で計画していました。例年行っている「杉十まつり」に代わる子どもたちが楽しめる

特別活動を行い、お弁当給食を提供する計画でした。例年のように２年生以上が各学級でお店を出して全校児童が交流する活動は

できないため、今年度はたてわり班を活用した小集団での遊びを計画し、６年生が主体となって準備を始めることにしていました。

しかし、緊急事態宣言が延長されることになったため、大変残念ですが、たてわり班遊びは実施しません。たてわり班遊びについ

ては、時期は未定ですが、延期して実施します。 

したがって、６月１９日（土）は通常授業を５校時まで行い、６月２１日（月）は振替休業日とします。 



❹ 発令期間中は、児童が学年を超えて一堂に集まって行う活動を行いません。 

 

 ・たてわり班活動、クラブ活動、避難訓練、音楽教室、お話ロケットは行いません。 

  ＊お話パラシュート（朝の読み聞かせ）はオンラインで行います。 

  

・委員会活動は少人数での常時活動を主としているため、感染防止対策をした上で行います。 

 

 ・学年単位で行う外部人材等を招いた学習活動は、延期又は感染防止対策を徹底して行います。 

  ＊６月１日（火）の４年生の自転車安全利用講習は、校庭で予定通り実施します。 

 

❺ 発令期間中の校外学習は感染防止対策を行って実施することは可とします。 

 

 ・６月４日（金）に予定していた４年生の社会科見学は、見学先の都合により、２学期に延期し

ます。６月４日（金）は、４年生は６時間授業を行い、給食も提供します。 

 

・６月１１日（金）の５年生の社会科見学、６月１５日（火）の１年生の生活科見学、６月２５

日（金）の２年生の生活科見学は、見学先とも打ち合わせを行い、現時点では実施の予定です。

詳細は各学年から配るしおりをご覧ください。お弁当、水筒等の準備をお願いします。 

 

・６月２２日（火）に実施予定の５年生の音楽鑑賞教室は、杉並公会堂の基準が示されてから区

内小学校での実施についての判断をすることになりました。決まり次第お知らせします。 

  

➏ 給食指導における感染防止対策を徹底します。 

 

 ・区のガイドラインに沿った指導を一層徹底します。 

 ・特に、マスクを外している際の会話は慎むように指導します。 

  

❼ 発令期間中の保護者会・個人面談は、制限をして実施または中止・延期とします。 

  

 ・本校では発令延長期間中に保護者や個人面談は計画していません。 

・６月２９日（火）（１・２・３年生）、７月２日（金）（４・５・６年生）の保護者会は１５時よ

り各教室で行う予定です。 

・必要な個人面談は、感染防止対策をした上で実施します。 

                               

   【問い合わせ】杉並区立杉並第十小学校 

            副校長  四海 満 

                  ☎ 03-3313-136 

 


